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人
法
相
闘
の
道
盟
、
依
正
不
二
の
真
理
に
立
脚
し
て
、
自
身
の
不
思
議
な
る
法
事
艇
の
行
者
な
る
こ
さ
、
身
延
の
山
の
鷲
峰

に
等
し
き
霊
地
な
る
こ
さ
を
ば
、
宗
粗
大
師
は
御
遺
文
に

此
蕗
は
人
倫
を
離
れ
た
る
山
中
山
也
、
東
西
南
北
を
去
て
里
も
な
し
、
か
、
、
る
い
ご
心
細
き
歯
谷
な
れ
さ
も
教
主
秤
設
の
一
大

事
の
秘
法
を
露
鷲
山
に
し
て
相
惇
し
日
蓮
が
肉
闘
の
胸
中
に
秘
し
て
隠
し
持
て
り
、
き
れ
ば
日
還
が
胸
の
問
は
諸
偽
入
定
の

慮
也
、
舌
の
上
は
斡
法
輸
の
所
、
喉
は
誕
生
の
慮
、
日
中
は
正
畳
ψ
糊
な
る
ぺ
し
、
か
、
る
不
思
議
な
る
法
華
経
の
行
者
の

往
慮
な
れ
は
、
い
か
で
か
霊
山
博
士
に
劣
る
ぺ
き
、
法
妙
な
る
が
故
に
入
賞
し
、
入
賞
、
き
が
故
に
慮
寧
し
ご
申
ス
は
是
也
至

彼
月
氏
の
震
鷲
山
は
本
朝
此
身
延
の
嶺
也
0

4

」
示
さ
れ
た
、
衣
食
給
せ
す
常
に
飢
寒
に
苦
め
ら
る
、
所
謂
貧
道
の
身
の
上
に
四
慮
道
場
を
直
戚
し
、
山
阿
渓
頭
寂
奨
知
人
の

僻
地
に
於
て
事
の
寂
光
土
を
賀
現
せ
し
め
た
る
大
師
の
信
仰
世
活
が
知
何
に
崇
高
偉
大
で
ゐ
る
か
は
一
時
間
直
に
看
取
せ
ら
れ
る

で
は
な
い
か
。
又

後
み
に
は
峨
々
た
る
深
山
聾
へ
て
梢
に
一
采
の
菓
を
結
び
、
下
枝
に
鳴
（
蝉
の
一
昔
滋
（
、
前
に
は
湯
々
た
る
流
水
湛
へ
て
賞

相
異
如
の
月
浮
び
、
相
川
…
明
深
重
の
閣
陥
れ
て
法
性
の
室
に
雲
も
な
し
至
博
へ
聞
（
梓
隼
の
住
み
給
ひ
け
ん
鷲
峰
を
我
朝
此
糊

に
移
し
置
き
ぬ
O

さ
も
云
は
れ
、
此
地
の
山
川
草
木
皆
妙
法
の
委
で
あ
り
、
事
々
物
々
質
相
異
知
、
其
僅
で
ゐ
る
こ
さ
を
述
ぺ
て
鼓
即
ち
霊
山
静

士
な
る
こ
ご
を
示
さ
れ
た
、
其
高
潮
せ
る
法
悦
歓
喜
の
事
情
は
正
に
葎
端
に
躍
動
し
て
居
る
で
は
な
い
か
。

同
民
全
体
が
大
仰
に
軌
範
を
求
め
て
此
偉
大
な
る
信
仰
に
入
り
、
法
悦
さ
戚
謝
の
事
的
生
活
を
管
み
得
る
な
ら
ば
立
正
安
闘

の
素
願
は
詑
に
満
足
す
る
の
で
あ
る
O

そ
れ
が
人
類
全
瞳
に
行
き
渡
っ
た
な
ら
ば
、
則
ち
閣
昨
統
一
、
絶
待

γ

平
和
の
理
想
は
正

に
質
現
す
る
の
で
あ
る
、
爾
ら
ば
此
接
爾
た
る
身
延
の
山
は
岡
家
鎮
護
の
根
本
霊
場
、
世
界
平
和
の
接
鮮
地
で
は
な
い
か
、
末

法
高
年
の
暗
黒
を
照
破
す
る
大
光
明
の
出
礎
知
で
は
な
い
か
、
凡
そ
我
岡
備
数
中
諸
他
の
宗
々
仁
百
一
・
り
て
名
山
大
剥
は
津
山
ゐ
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る
が
彼
等
は
皆
霊
山
霊
剥
古
橋
す
る
こ
さ
は
出
来
ぬ
、
汗
は
「
法
危
な
る
が
故
に
人
仲
ゃ
か
ら
今
、
人
隼
か
ら
ざ
る
故
に
慮
亦
た

貴
か
ら
令
L

の
道
理
で
貨
質
上
巳
む
を
得
ぬ
事
で
あ
る
、
我
大
師
自
ら
「
此
山
を
本
と
し
て
参
る
ぺ
し
L

J

」
劫
奨
な
さ
れ
た
の

は
強
も
信
徒
眼
目
集
の
魚
で
は
な
い
、
数
椛
樹
立
の
矯
で
は
な
い
、
要
は
「
我
が
型
的
生
活
に
倣
へ
よ
」
さ
の
垂
訓
で
あ
る
、
他

語
以
て
之
を
言
は
い
破
邪
顧
正
の
毒
鼓
天
鼓
で
ゐ
る
、
凶
民
畳
醒
の
暁
鐘
で
ゐ
b
、
人
類
救
済
の
踊
昔
で
あ
る
、
必
や
’

f
－、井

蛙
の
見
、
宵
々
の
情
を
以
て
之
を
付
度
し
で
は
な
ら
ぬ
、
立
し
〈
眼
孔
を
踏
め
て
真
理
の
命
令

J

る
慮
、
道
到
の
一
不
す
所
を
大
蹴

す
ぺ
き
で
あ
る
o

本
年
は
此
世
界
的
霊
地
の
開
創
、
即
ち
宗
祖
大
師
が
文
永
十
一
年
五
月
入
山
せ
ら
れ
て
よ
り
正
に
六
百
五
十
年
に
相
官
す
る

依
っ
て
本
山
ざ
し
て
は
相
官
期
間
に
於
て
杷
念
の
法
合
が
奉
行
さ
れ
る
こ
ご
で
ゐ
る
が
、
朝
夕
此
棲
柿
の
露
地
に
奉
仕
し
夙
夜

行
皐
二
道
に
蹴
み
つ
、
あ
る
吾
人
は
、
設
に
雑
誌
「
棲
紳
し
を
殺
行
し
て
深
〈
之
を
組
念
し
、
一
は
以
て
大
師
の
恩
他
に
戚
謝
し

一
は
以
て
自
身
行
皐
の
増
進
仁
資
し
、
夏
じ
以
て
天
鼓
の
一
撃
、
暁
鐘
の
一
杵
に
挺
す
る
も
の
で
ゐ
る
O
（
大
正
十
二
年
一
月
十

一日）

． 
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